
県立長野図書館規則の一部を改正する規則案について 

 

文化財・生涯学習課 

 

１ 改正の趣旨 

県立長野図書館の利用者サービス向上のため、現在休館日として定めている「国民の祝

日に関する法律」に規定する休日を開館することとするほか、開館時間について、所要の

改正を行う。 

 

２ 改正の概要 

（１）新たに開館する日 

「国民の祝日に関する法律」に規定する休日（元日及び月曜日にあたる休日を除く。） 

（２）日曜日、土曜及び祝日の開館時間 

午前９時から午後５時まで 

 

３ 施行期日 

  平成 24 年４月１日 

 

 

 

 

 

（参考） 

現行の休館日  改正後の休館日 

・月曜日 

・祝日 

・年末年始    12／28～1／4 

・蔵書整理期間 毎月の最後の金曜日  

5／16～5／31 

 

 

・月曜日（祝日の場合も休館） 

 

・年末年始    12／28～1／4 

・蔵書整理期間 毎月の最後の金曜日 

（祝日の場合は前日） 

5／16～5／31 

 

 

 



県立長野図書館規則の一部を改正する規則案 

 

県立長野図書館規則（昭和 33 年長野県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条中「午後７時」の次に「（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年

法律第 178 号）に規定する休日（次条第４号において「休日」という。）にあっては、午後５

時）」を加える。 

第３条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、同条第５号中「金曜

日」の次に「（その日が休日に当たるときは、その前日）」を加え、同号を同条第４号とする。 

   附 則 

 この規則は、平成 24年４月１日から施行する。 



 

県立長野図書館規則新旧対照表 

 

改 正 案 現  行 

（開館時間） （開館時間） 

第２条 図書館の開館時間は、午前９時から午後７時（日曜日、土曜日及び

国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（次条

第４号において「休日」という。）にあっては、午後５時）までとする。

ただし、館長は特に必要があると認めるときは、これを変更することがで

きる。 

第２条 図書館の開館時間は、午前９時から午後７時までとする。ただし、

館長は特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。 

（休館日） （休館日） 

第３条 休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は事情により、これを

変更し、又は臨時休館日を定めることができる。 

第３条 休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は事情により、これを

変更し、又は臨時休館日を定めることができる。 

(1) 月曜日 (1) 月曜日 

 (2) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

(2) 年始 １月１日から１月４日まで (3) 年始 １月１日から１月４日まで 

(3) 年末 12月28日から12月31日まで (4) 年末 12月28日から12月31日まで 

(4) 蔵書整理期間 毎月の最後の金曜日（その日が休日に当たるときは、

その前日）及び５月16日から５月31日まで 

 

(5) 蔵書整理期間 毎月の最後の金曜日及び５月16日から５月31日まで 

 



県立長野図書館の祝日開館試行等の結果について 

文化財・生涯学習課 

 

１ 試行の概要 

(1) 開館する祝日 

  「国民の祝日に関する法律｣に規定する休日（元日及び月曜日にあたる休日を除く。） 

(2) 開館時間 

  午前９時から午後５時まで（土曜日及び日曜日と同じ） 

 

２ 試行状況（平成 23年４月から実施） 

祝日開館した日数 利用者数 

５日間 

（4/29, 5/3,4,5, 9/23） 

3,015 人 

（1 日当たり 603 人） 

 

３ 利用者アンケート調査の結果 

祝日開館に対する利用者の意識、月曜祝日の扱い等について調査。 

調査期間 平成 23 年５月３日～５日及び６月２日～３日（５日間） 

調 査 数 アンケート配布数 1,558 人  回収数 1,349 人（回収率 86.6％） 

結 果 

１ 祝日開館についての評価 

祝日開館になって良かった 1,072 人 82.7％ 

祝日開館する必要はない 49 人 3.8％ 

どちらでもない 175 人 13.5％ 

２ 月曜祝日の開館の有無について 

月曜祝日は休館日でよい 768 人 61.6％ 

開館してほしい（代休館日があってもよい） 324 人 26.0％ 

開館してほしい（代休館日は設けない） 155 人 12.4％ 

３ 上記２で「月曜祝日は休館日でよい」とした理由 

休館日が変わるとわかりづらい 357 人 46.5％ 

月曜日は利用する機会が少ない 125 人 16.3％ 

その他（無回答を含む。） 286 人 37.2％ 

４ 月曜以外の祝日の代わりの休館日について 

設けないほうがよい 807 人 68.2％ 

設けてもよい 377 人 31.8％ 

５ 上記４で「設けないほうがよい」とした理由 

月曜以外に休日があるとわかりづらい 256 人 31.7％ 

休館日は少ないほうがよい 241 人 29.9％ 

平日の休館日が減ってしまう 31 人 3.8％ 

その他（無回答を含む。） 279 人 34.6％  

 


